
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案）の概要について 

 

１ 計画の趣旨等 

  本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、区域内で排出される

一般廃棄物の処理について、長期的及び総合的視点に立って、計画的にごみの排出

抑制及び排出から最終処分に至るまでの必要な基本的事項を定めるもので、ごみ処

理の中心的役割を担う湯河原町真鶴町衛生組合が主体となり本計画を策定します。 

   

２ 計画期間 

  令和 15 年度まで（10 年間） 

 

３ ごみ排出量の実績（湯河原町と真鶴町の合計） 

 平成２８年度 令和４年度 増減量 

ごみ総排出量 １６，４１３ｔ １５，４８７ｔ △９２６ｔ 

 うち生活系ごみ排出量 １１，３７１ｔ １０，１９９ｔ △１，１７２ｔ 

うち事業系ごみ排出量 ４，９５１ｔ ５，２５４ｔ ３０３ｔ 

  

４ 計画の基本方針 

 〇４Ｒ（リデュース、リフューズ、リユース、リサイクル）の推進 

 〇環境に配慮した安全・安心なごみ処理システムの構築 

 〇住民・事業者・行政の役割分担と協働による取組の推進 

 

５ 計画の目標値について 

  ごみ総排出量：令和４年度 15,487ｔ → 令和 15 年度 13,160ｔ《15％削減》 

 を目指します。 

 

６ 目標達成のための具体的方策 

 （１）ごみの発生抑制・再使用の推進 

    有料化の検討、生ごみの減量化を推進するためコンポスト・生ごみ処理機の

普及、地域や学校などで行う資源回収への支援、４ＲのＰＲのための情報提供、

環境教育の推進などを図ります。 

 （２）処理体制 

    ごみ処理広域化によるごみ処理の効率化を図ります。また、ごみ処理広域化

と連動してリサイクルの推進を図るため分別収集区分の見直しを検討します。 

  

７ スケジュール 

今後、パブリックコメントを実施し、広くご意見をいただき、早期の策定を目指

します。 

令和６年６月 11 日 環境・観光産業常任委員会資料 

資料№７－１ 








































































































































